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昨
年
一
月
末
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（
C
o
v
i
d
―

19
）
が
国
内
で
感
染
拡
大
し
て
か
ら
一
年
余

を
経
た
。
こ
の
間
、
政
府
か
ら
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ

た
こ
と
や
、
感
染
防
止
の
要
件
で
あ
る
「
三
つ
の
密
」
を
避

け
る
た
め
、
埼
玉
県
神
社
庁
で
率
先
し
て
医
療
関
係
者
を
招

い
て
、
管
内
神
社
に
お
け
る
種
々
の
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
の
方
針
や
施
策
を
行
っ
た
こ
と
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
も

取
り
上
げ
ら
れ
、
神
社
本
庁
や
他
県
の
神
社
庁
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
こ
と
は
、
庁
報
を
ご
覧
の
方
々
な

ら
御
存
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
回
の

埼
玉
県
神
社
庁
や
管
内
神
社
で
の
感
染
防
止
の
対
応
は
今
後

も
他
の
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
折
に
も
前
例
と
な
っ
て
ゆ
く

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
斯
界
に
お
い
て
も
年
末
か
ら
年

初
の
「
幸
先
詣
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
年
末
年
始
に
お

け
る
分
散
参
拝
の
対
応
や
、
通
信
祈
祷
の
問
題
、
神
符
・
守

札
の
授
与
の
在
り
方
を
初
め
と
し
て
、
神
道
教
学
的
に
も

様
々
な
問
題
を
再
考
す
べ
き
機
会
と
な
り
、
神
社
信
仰
お
よ

び
神
社
の
尊
厳
護
持
の
た
め
の
教
学
的
対
応
、
自
己
規
制
が

早
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

わ
が
国
は
、
そ
も
そ
も
古
代
か
ら
地
震
や
津
波
、
台
風
に

よ
る
風
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
の
発
生
と
と
も
に
、
天
然
痘

や
コ
レ
ラ
等
、
様
々
な
感
染
症
の
流
行
に
も
度
々
悩
ま
さ
れ

続
け
て
き
た
。
例
え
ば
、
は
し
か
は
、
平
安
時
代
に
「
赤
斑

瘡
／
赤
瘡
（
あ
か
も
が
さ
）」
な
ど
と
呼
ば
れ
、『
栄
花
物

語
』
に
よ
れ
ば
、
長
徳
四
（
九
九
八
）
年
に
流
行
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
建
長
八
（
一
二
五
六
）
年
に
は
、
鎌
倉

で
大
流
行
し
、
執
権
北
条
時
頼
も
感
染
、
将
軍
藤
原
頼
嗣
、

問
注
所
執
事
の
三
善
康
連
が
逝
去
し
た
。
江
戸
時
代
に
も
五

代
将
軍
の
徳
川
綱
吉
が
は
し
か
と
の
合
併
症
で
逝
去
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

風
疹
に
つ
い
て
も
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
歴
史
書
『
吾
妻

鏡
』
に
「
三
日
病
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
室
町
時
代
の
応
永

十
五
（
一
四
〇
八
）
年
か
ら
寛
正
四
（
一
四
六
三
）
年
に
か

け
て
流
行
、
江
戸
時
代
の
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
に
は
、

全
国
的
流
行
と
な
っ
て
死
者
は
十
数
万
人
に
お
よ
ん
だ
。
ま

た
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
も
同
じ
く
大
流
行
し
、
こ

れ
は
翌
年
の
天
保
の
大
飢
饉
の
一
因
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
も
病
名
自
体
は
、
イ
タ
リ
ア

で
一
五
〇
四
年
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
紀
元
前

四
一
二
年
頃
に
既
に
流
行
し
て
い
た
病
で
あ
る
と
い
う
説
も

あ
る
（
石
弘
之
『
感
染
症
の
世
界
史
』）。
我
が
国
で
は
、
貞

観
四
（
八
六
二
）
年
頃
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
み
ら
れ
る
病

が
近
畿
地
方
で
発
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
内
務

省
衛
生
局
編
『
流
行
性
感
冒
』）、
江
戸
時
代
に
は
、
幾
度
と

な
く
全
国
的
に
流
行
し
て
「
お
七
か
ぜ
」「
谷
風
」「
お
駒

風
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
近
代
日
本
で
は
、
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
こ
と
を
「
流
行
性
感
冒
」「
流
感
」
な
ど

と
呼
称
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

疫
病
と
神
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
崇
神
天
皇
の
御
代

に
、
大
物
主
大
神
を
大
田
田
根
子
に
よ
っ
て
祀
ら
せ
た
こ
と

に
よ
っ
て
疫
病
が
終
息
し
た
と
さ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
の
記

述
が
著
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
人
々
は
疫
病
が
流
行

す
る
都
度
、
神
仏
に
疫
病
退
散
の
祈
り
を
捧
げ
、
そ
の
御
加

護
を
戴
い
て
き
た
。
加
え
て
様
々
な
疫
病
の
流
行
は
、
各
地

に
疫
病
退
散
、
無
病
息
災
を
願
う
祭
礼
や
神
事
を
も
生
み
出

し
て
き
た
。
関
東
で
も
、
江
戸
時
代
以
降
、
種
々
の
疫
病
の

流
行
に
由
来
し
て
、
氏
子
ら
が
「
藁
蛇
」
と
呼
ば
れ
る
藁
で

作
っ
た
大
蛇
を
奉
納
す
る
ほ
か
、
氏
子
区
域
内
を
練
り
歩
い

て
無
病
息
災
、
防
疫
を
祈
願
す
る
祭
礼
が
各
地
に
残
さ
れ
て

い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
東
京
都
世
田
谷
区
の
奥
沢
神
社

の
「
大
蛇
祭
り
」
や
横
浜
市
港
北
区
新
羽
町
の
杉
山
神
社
の

「
注
連
引
百
万
遍
の
藁
蛇
」
な
ど
で
あ
る
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
福
島
県
の
伊
佐
須
美
神

社
の
よ
う
に
、
明
治
五
年
頃
の
旧
社
家
文
書
を
繙
き
、

一
四
八
年
ぶ
り
に
「
疫
神
斎
」
神
事
を
復
活
し
た
社
も
あ
り
、

京
都
の
八
坂
神
社
の
よ
う
に
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
明
治
十

（
一
八
七
七
）
年
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
流
行
し
た
大
正
七

（
一
九
一
八
）
年
の
折
に
も
斎
行
し
た
疫
病
退
散
の
特
別
神

事
を
、
コ
ロ
ナ
禍
の
早
期
終
息
祈
願
と
し
て
昨
年
四
月
八
日
、

五
月
二
十
日
に
斎
行
し
た
よ
う
な
事
例
も
見
ら
れ
た
。
八
坂

神
社
で
は
、
蘇
民
将
来
を
祀
る
疫
神
社
の
存
在
も
コ
ロ
ナ
禍

で
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

感
染
症（
疫
病
）の
歴
史
と
神
社

藤
　
本
　
頼
　
生
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ま
た
、
昨
年
四
月
に
発
せ
ら
れ
た
一
回
目
の
緊
急
事
態
宣

言
の
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
の
祭
神
や
由
緒
に
因
む
形
で

防
疫
祈
祷
の
護
符
を
頒
布
す
る
社
も
み
ら
れ
た
ほ
か
、
ア
マ

ビ
エ
の
護
符
を
臨
時
に
奉
製
し
た
よ
う
な
社
な
ど
も
あ
っ
た

が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
疫
病
に
か
か
る
何
ら
か
の
故
事
や

逸
話
を
繙
き
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
で
沈
む
人
々
の
気
持
ち
に

寄
り
添
う
こ
と
で
、
社
頭
に
祈
願
を
捧
げ
る
人
々
の
不
安
を

少
し
で
も
取
り
除
こ
う
と
す
る
個
々
の
神
社
の
尽
力
が
垣
間

見
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

全
国
の
各
神
社
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
早
期
終
息
の
神
事
が

行
わ
れ
た
一
方
で
、
各
地
で
毎
年
、
斎
行
さ
れ
て
き
た
疫
病

退
散
、
無
病
息
災
を
祈
願
す
る
祭
礼
も
い
わ
ゆ
る
「
三
密
」

を
避
け
る
た
め
に
、
昨
年
は
や
む
な
く
延
期
、
中
止
と
な
り
、

神
社
の
拝
殿
内
で
僅
か
な
神
社
役
員
や
総
代
の
み
の
参
列
で

祭
祀
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
ケ
ー
ス
も
多
く
み
ら
れ
た
。
各

地
の
著
名
な
祭
礼
も
中
止
や
縮
小
が
打
ち
出
さ
れ
、
神
事
を

行
い
、
人
々
が
集
う
こ
と
で
地
域
の
人
々
の
紐
帯
と
な
る
は

ず
の
祭
礼
そ
の
も
の
が
斎
行
で
き
な
い
ジ
レ
ン
マ
と
な
る
の

み
な
ら
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
外
出
自
粛
に
よ
る
年
間
の
参
拝

者
や
祈
祷
の
減
少
は
今
後
、
神
社
の
組
織
運
営
や
経
営
そ
の

も
の
に
じ
わ
じ
わ
と
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
く
こ
と
も
予
想

さ
れ
る
。

　

次
に
神
社
と
感
染
症
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
の
参
考
と

し
て
、
時
代
を
や
や
遡
っ
て
近
代
の
先
人
た
ち
の
取
り
組
み

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

近
代
に
お
い
て
大
流
行
し
、
多
く
の
人
々
に
感
染
被
害
を

も
た
ら
し
た
感
染
症
の
一
つ
と
し
て
コ
レ
ラ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

コ
レ
ラ
が
我
が
国
で
流
行
し
た
の
は
、文
政
五
（
一
八
二
二
）

年
に
朝
鮮
半
島
か
ら
対
馬
経
由
で
下
関
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た

の
が
最
初
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年

に
ペ
リ
ー
艦
隊
の
一
隻
で
あ
る
ミ
シ
シ
ッ
ピ
号
に
コ
レ
ラ
感

染
し
た
乗
組
員
が
お
り
、
長
崎
に
寄
港
し
た
際
、
市
中
に
感

染
、
江
戸
ま
で
飛
び
火
し
て
三
万
人
と
も
い
わ
れ
る
死
者
が

発
生
し
た
。
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
も
明
治
十（
一
八
七
七
）

年
に
国
内
で
大
流
行
が
み
ら
れ
、
以
後
、
明
治
十
八

（
一
八
八
五
）
～
十
九
（
一
八
八
六
）
年
、
二
十
三

（
一
八
九
〇
）
～
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
、
二
十
八

（
一
八
九
五
）
年
、
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
至
る
ま
で
、

大
流
行
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
コ
レ
ラ
感
染
防
止
へ
の
対
応
か

ら
、
政
府
は
明
治
三
十
年
に
法
律
第
三
六
号
で
伝
染
病
予
防

法
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
。
同
法
で
は
、
コ
レ
ラ
、
赤
痢
、

腸
チ
フ
ス
、
疱
瘡
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
ペ
ス
ト
な
ど
八
種
類
の

予
防
と
取
扱
い
が
規
定
、
衛
生
委
員
の
制
度
も
設
け
ら
れ
る

な
ど
し
、「
コ
ロ
リ
」
と
恐
れ
ら
れ
た
コ
レ
ラ
も
明
治
後
期

に
は
徐
々
に
収
束
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
明
治
期
の
コ
レ
ラ
の
流
行
は
、
神
社
に
お
い
て
も
信

仰
面
に
影
響
が
見
ら
れ
た
。
一
例
と
し
て
は
「
虎
狼
痢
（
虎

列
刺
）」
と
漢
字
で
の
当
て
字
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

「
狼
は
虎
よ
り
も
強
い
」
と
い
う
言
説
が
流
布
し
、
例
え
ば
、

中
国
地
方
で
は
、
ミ
サ
キ
信
仰
の
関
係
か
ら
狼
を
神
使
と
す

る
船
上
山
神
社
や
木
野
山
神
社
に
コ
レ
ラ
除
け
の
神
社
と
し

て
の
信
仰
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
木
野
山
神

社
の
本
社
（
岡
山
県
高
梁
市
）
で
は
、
医
薬
の
神
を
祀
る
社

で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
使
の
狼
に
塩
を
奉
納
す
る

信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
社
に
コ
レ
ラ
除
け
の
民
間
信

仰
が
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
コ
レ
ラ
が
中
国
地
方
に
流

行
し
た
明
治
十
二
年
以
降
に
、
岡
山
県
内
を
は
じ
め
、
島
根

や
鳥
取
両
県
な
ど
中
国
地
方
を
中
心
に
同
社
が
多
く
勧
請
さ

れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
喜
多
村
理
子
「
明
治

期
に
お
け
る
伝
染
病
の
大
流
行
と
民
間
信
仰
」『
松
江
市
歴

史
叢
書
７
（
松
江
市
史
研
究
第
５
号
）』）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
木
野
山
神
社
に
除
疫
祈
願
の
参
詣
者
が

相
次
ぎ
、
感
染
拡
大
を
恐
れ
た
岡
山
県
か
ら
、
同
社
へ
の
多

人
数
の
参
拝
を
禁
ず
る
通
達
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の

点
は
現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
で
各
都
道

府
県
が
参
詣
時
の
密
集
の
回
避
を
告
知
し
た
点
と
類
似
し
て

い
る
。

　

コ
レ
ラ
に
関
し
て
は
、
大
流
行
し
た
の
が
明
治
期
で
医
療

も
現
在
の
よ
う
に
近
代
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
医
療
と
信
仰
と
が
完
全
に
分
化
し
て
お
ら
ず
、
政
府
が

感
染
予
防
の
た
め
、
衛
生
面
で
の
倫
理
道
徳
の
説
諭
に
も
頼

ろ
う
と
す
る
面
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
社
寺
へ
の
祈
祷

や
防
疫
信
仰
と
の
関
連
か
ら
、
内
務
省
で
は
、
神
職
お
よ
び

僧
侶
の
教
導
職
を
用
い
て
、
コ
レ
ラ
予
防
の
た
め
に
一
般
の

人
々
に
説
諭
を
行
う
た
め
の
指
導
書
で
あ
る
『
虎
列
刺
豫
防

諭
解
』（
明
治
十
三
年
）
を
社
寺
局
と
衛
生
局
の
共
編
で
社

寺
局
よ
り
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
同
書
で
は
、
①
空
気
、
②

飲
み
水
、
③
飲
食
、
④
他
人
と
の
交
遊
と
い
う
感
染
症
対
策

の
基
本
要
件
が
記
さ
れ
る
一
方
、
神
仏
へ
の
信
心
を
為
す
こ

と
は
殊
勝
で
あ
る
が
、
医
薬
に
頼
ら
ず
、
徒
に
神
仏
に
疫
病

の
回
復
を
祈
る
の
で
は
な
く
、「
天
然
の
道
理
」
に
従
い
、

疫
病
罹
患
の
原
因
を
取
り
除
き
、
一
定
の
常
則
に
基
づ
い
て

病
の
治
癒
に
尽
力
せ
ね
ば
、
神
仏
の
加
護
を
い
く
ら
願
っ
て

も
そ
の
御
利
益
は
得
ら
れ
な
い
と
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
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そ
の
後
も
我
が
国
で
は
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
～
大

正
十
（
一
九
二
一
）
年
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ペ
イ
ン

風
邪
」
の
流
行
を
経
験
し
て
お
り
、
国
内
（
台
湾
や
樺
太
な

ど
を
除
く
）
で
約
三
十
八
万
五
千
人
（
一
説
で
は
四
十
五
万

人
と
も
）
の
死
者
を
出
す
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
自
然
災
害
で

あ
る
関
東
大
震
災
の
約
十
四
万
人
を
超
え
る
死
者
数
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
公
衆
衛
生
行
政
を
司

る
内
務
省
衛
生
局
（
現
在
の
厚
生
労
働
省
）
に
よ
っ
て
『
流

行
性
感
冒
』
と
い
う
報
告
書
が
編
ま
れ
て
い
る
。
同
書
は
、

国
内
で
の
流
行
の
詳
細
を
記
し
た
政
府
側
の
報
告
書
で
あ
る
。

内
務
省
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
取
ら
れ
て
い
た
「
社
会
的

距
離
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
）」
政
策
に
呼
応
せ
ず
、

小
橋
一
太
内
務
次
官
の
指
示
（「
流
行
性
感
冒
ノ
予
防
ニ
関

ス
ル
件
」
大
正
九
年
一
月
十
四
日
）
に
も
マ
ス
ク
と
う
が
い
、

予
防
接
種
（
当
時
の
ワ
ク
チ
ン
に
は
医
学
的
に
み
て
全
く
効

果
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
）
を
奨
励
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

「
予
防
注
射
で
宿
の
な
く
な
る
風
の
神
」、「
日
光
の
直
射
と

医
者
の
注
射
に
は
疫
病
神
も
負
け
て
く
し
ゃ
く
し
ゃ
」
な
ど

と
題
し
た
マ
ス
ク
着
用
や
う
が
い
、
予
防
接
種
、
罹
患
者
の

隔
離
を
呼
び
か
け
る
十
種
類
程
度
の
ポ
ス
タ
ー
な
ど
が
街
頭

に
掲
示
さ
れ
、
衛
生
局
の
標
語
小
札
な
ど
が
配
布
さ
れ
、
警

視
庁
で
も
新
聞
を
通
じ
感
染
予
防
の
呼
び
か
け
を
行
っ
た
が
、

こ
う
し
た
政
府
や
関
係
官
庁
の
対
応
は
極
め
て
杜
撰
な
も
の

で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
各
学
校
は
休
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

工
場
も
休
業
続
出
、
軍
隊
も
面
会
禁
止
、
治
療
に
あ
た
る
医

師
も
多
数
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
罹
患
と
い
っ
た
状
況
に
陥
る
こ

と
と
な
っ
た
（『
作
州
か
ら
み
た
明
治
百
年　

上
』）。
そ
れ

ゆ
え
、
後
世
に
至
っ
て
も
当
時
の
行
政
対
応
は
識
者
か
ら
の

批
判
を
浴
び
て
い
る
。

　

先
に
掲
げ
た
『
流
行
性
感
冒
』
に
は
、
内
務
大
臣
名
で
各

府
県
宛
に
内
務
省
訓
令
第
一
号
（
大
正
十
年
一
月
六
日
）
と

し
て
示
し
た
「
流
行
性
感
冒
の
予
防
要
項
」
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
要
項
に
は
流
感
予
防
の
方
法
と
し
て
、
伝
染
経
路
の

遮
断
や
患
者
の
隔
離
、
集
会
、
集
合
の
制
限
、
消
毒
、
嗽
、

予
防
接
種
、
一
般
衛
生
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
神
社
に

関
わ
る
事
項
と
し
て
は
、
集
会
、
集
合
の
制
限
に
よ
る
感
染

予
防
の
一
つ
と
し
て
「
祭
礼
、
祝
賀
会
、
法
会
、
葬
式
等
に

於
け
る
多
人
数
の
集
合
は
な
る
べ
く
之
を
避
く
る
こ
と
」
と

あ
り
、
一
般
衛
生
上
の
予
防
の
方
法
に
も
「
多
衆
集
合
の
場

所
に
立
入
る
を
差
控
ふ
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
内
務
省
衛
生
局
の
示
し
た
こ
の
予
防
要
項
の
方
策
は
、

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
三
密
を
避
け
る
た
め
に
示
さ
れ
て
い

る
予
防
施
策
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
マ
ス

ク
の
着
用
率
も
低
い
上
に
そ
の
性
能
も
低
く
、
医
療
・
衛
生

に
か
か
わ
る
用
具
・
イ
ン
フ
ラ
も
全
く
現
在
と
は
異
な
る
上

に
今
回
の
よ
う
な
緊
急
事
態
宣
言
の
よ
う
な
施
策
も
無
い
た

め
、
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
外
出
の
自
粛

な
ど
感
染
症
へ
の
基
本
的
な
対
処
は
、
百
年
経
過
し
て
も
変

わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
流
行
は
、
竹
田
宮
恒
久
王
の
薨
去
や
建

築
家
の
辰
野
金
吾
、
演
出
家
の
島
村
抱
月
な
ど
の
著
名
人
が

死
去
し
、
世
間
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一

般
の
人
々
の
日
記
な
ど
の
罹
患
闘
病
の
記
録
も
残
存
し
て
い

る
。
当
時
の
神
職
ら
も
こ
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
予
防
の
た
め
、

社
頭
で
の
密
集
を
避
け
る
べ
く
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
と
同
様
の

苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

ま
た
、
神
社
界
の
動
き
に
関
し
て
は
、
各
府
県
の
神
職
会

報
の
一
部
（
青
森
県
や
岡
山
県
）
に
管
内
神
職
が
寄
稿
し
た

流
行
性
感
冒
の
除
疫
祭
祝
詞
等
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
僅
か

な
が
ら
も
流
感
へ
の
除
疫
祈
祷
の
内
容
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
先
に
述
べ
た
内
務
省
か
ら
衛
生
・
感
染
予
防
、
医

療
に
関
す
る
訓
令
（
予
防
要
項
）
が
出
さ
れ
る
な
か
、
専
門

的
な
感
染
症
に
か
か
る
医
療
知
識
が
無
い
神
職
が
、
ス
ペ
イ

ン
風
邪
に
か
か
る
社
頭
対
応
の
施
策
を
、
内
務
省
訓
令
の
予

防
要
項
と
も
相
俟
っ
て
ど
の
よ
う
に
対
応
を
取
ろ
う
と
し
て

い
た
の
か
。
そ
の
点
で
は
、
各
神
社
に
残
さ
れ
て
い
る
大
正

期
の
社
務
日
誌
な
ど
の
一
次
史
料
を
繙
き
、
当
時
の
初
詣
事

情
な
ど
社
頭
の
参
集
状
況
を
よ
り
明
確
化
し
、
発
信
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
て
い
る
。

　

我
が
国
は
生
活
習
慣
と
し
て
、
欧
米
の
よ
う
な
ハ
グ
や
キ

ス
の
文
化
で
は
な
く
、
剣
道
な
ど
の
武
道
な
ど
に
も
み
ら
れ

る
よ
う
に
、「
間
合
い
」
を
大
事
に
し
、
人
と
人
と
の
一
定

の
距
離
を
取
る
礼
儀
の
文
化
を
持
つ
。
ま
た
、
清
浄
を
重
ん

じ
、
手
洗
い
や
う
が
い
を
す
る
禊
、
手
水
の
文
化
も
あ
る
。

加
え
て
家
に
入
れ
ば
靴
を
脱
ぎ
「
内
」
と
「
外
」
を
峻
別
す

る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
（
磯
田
道
史
『
感
染

症
の
日
本
史
』）。
そ
う
し
た
儀
礼
文
化
の
究
極
に
あ
る
の
が
、

宮
中
祭
祀
の
「
次つ

ぎ

」
と
「
清き

よ

」
の
し
き
た
り
で
あ
る
。
穢
を

忌
避
し
、
清
浄
を
求
め
る
と
と
も
に
神
々
の
祟
り
を
逃
れ
る

べ
く
疫
神
を
祀
り
、
感
染
症
と
共
生
し
な
が
ら
罹
患
の
原
因

を
取
り
除
き
、
治
癒
の
た
め
の
次
な
る
一
手
を
打
つ
と
い
う

我
が
国
の
感
染
症
対
策
の
歴
史
的
経
緯
や
、
防
疫
に
か
か
る

知
恵
、
儀
礼
文
化
に
我
々
が
学
ぶ
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ

る
と
考
え
る
。�

（
國
學
院
大
學
准
教
授
）
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三
月
十
一
日
に
令
和
二
年
度
「
教
養
研
修
会
」
を
県
内
外
か
ら
四
十
三
名
が
参
加
し
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
感
染
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
、
Ｅ
Ｃ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
売

買
）
利
用
や
実
店
舗
で
の
非
接
触
型
の
決
済
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
（
以
下
、

特
別
の
事
由
が
無
い
限
り
単
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
）
の
普
及
が
加
速
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、

社
寺
の
中
に
も
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
を
導
入
す
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
斯
界

に
於
い
て
も
看
過
出
来
な
い
様
相
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
に
つ
い
て
京
都

仏
教
会
で
は
、
い
ち
早
く
異
を
唱
え
、

神
社
本
庁
も
導
入
に
当
た
っ
て
は
、

慎
重
姿
勢
を
崩
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
の
問
題
点
を
整
理
、
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
、
主
題
を
「
民
俗

学
と
神
道
教
学
の
見
地
か
ら
考
え
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
」
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
國
學
院
大
學
大
学
院
客

員
教
授
の
新
谷
尚
紀
先
生
、
神
社
本

庁
参
事
・
総
合
研
究
部
長
の
浅
山
雅

司
先
生
を
講
師
に
お
招
き
し
ま
し
た
。

　

第
一
講
は
新
谷
先
生
よ
り
「
お
賽

銭
と
初
穂
料
の
歴
史
と
意
義
」
に
つ

い
て
民
俗
学
の
観
点
か
ら
講
義
を
頂
き
ま
し

た
。
新
谷
先
生
は
賽
銭
と
初
穂
は
共
に
米
を

起
源
と
す
る
も
の
の
、
そ
の
意
味
は
似
て
非

な
る
も
の
で
あ
る
と
し
以
下
の
よ
う
に
話
さ

れ
ま
し
た
。

　

初
穂
は
律
令
制
下
に
於
け
る
宮
中
祭
祀
と

神
社
祭
祀
と
を
次
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
密

接
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

①�

皇
祖
神
と
天
皇
の
霊
力
（
豊
作
を
も
た
ら
す
力
）
が
込
め
ら
れ
た
御
年
（
種
籾
）
が
神
祇

官
を
通
じ
て
諸
国
よ
り
参
集
し
た
祝
部
へ
班
給
さ
れ
る
。

②
祝
部
は
自
国
の
有
力
神
社
の
祈
年
祭
に
御
年
を
供
え
豊
作
を
祈
念
す
る
。

③
民
は
御
年
を
田
に
蒔
き
生
産
に
励
み
、絶
大
な
る
霊
力
の
加
護
に
よ
り
豊
か
な
収
穫
を
得
る
。

④�

民
は
神
々
の
加
護
へ
の
感
謝
、
ま
た
皇
祖
神
と
天
皇
の
霊
力
へ
の
感
謝
の
し
る
し
と
し
て

収
穫
物
の
一
部
を
初
穂
と
し
て
納
め
る
。

⑤��

毎
年
の
新
鮮
な
初
穂
が
新
嘗
祭
の
嘗
物
と
し
て
捧
げ
ら
れ
、
改
め
て
霊
力
が
込
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
収
穫
感
謝
の
た
め
の
神
へ
の
新
穀
（
初
穂
）
の
奉
納
は
、
租
税
制
度
の
基
礎
的
概

念
に
も
影
響
を
与
え
た
。

　

賽
銭
の
起
源
は
散
供
・
散
米
で
、
米
に
依
り
く
る
地
霊
、
邪
霊
へ
の
乞
ひ
（
施
し
）
で

あ
っ
た
が
、
や
が
て
悪
霊
や
邪
気
を
祓
う
も
の
と
な
り
、
形
態
も
金
銭
に
変
容
し
た
。
そ
の

意
味
で
賽
銭
は
己
の
穢
が
付
着
し
た
金
銭
を
奉
納
し
、
身
を
浄
化
す
る
装
置
と
位
置
付
け
ら

れ
る
。

　

そ
の
他
、
稲
作
は
重
労
働
の
割
に
実
り
が
少
な
い
こ
と
か
ら
伝
来
当
初
か
ら
中
々
定
着
が

進
ま
ず
、
九
州
北
部
か
ら
南
関
東
地
域
に
伝
播
す
る
ま
で
に
六
〇
〇
年
以
上
を
費
や
し
た
こ

と
。
古
墳
は
稲
作
が
伝
播
し
た
地
域
に
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
。
貨
幣
の
起
源
で
あ
る
コ
ヤ

ス
ガ
イ
は
生
死
両
界
で
通
用
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
貨
幣
も
当
初
か
ら
生
死

両
界
に
通
用
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
従
っ
て
貨
幣
に
は
死
の
力
と
生
の
力
が
宿
り
、

令
和
二
年
度
教
養
研
修
会
報
告

大
　
澤
　
佳
　
広
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生
の
力
こ
そ
カ
ミ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
。

硬
貨
の
一
部
に
あ
る
中
央
の
穴
は
コ
ヤ
ス
ガ
イ

の
形
態
の
名
残
な
ど
興
味
深
い
お
話
を
さ
れ
ま

し
た
。

　

昼
食
休
憩
の
後
、
第
二
講
は
、
浅
山
先
生
よ

り
「
神
社
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に

つ
い
て
―
神
道
教
学
に
基
づ
い
て
―
」
と
題
し

た
講
義
を
頂
き
、
以
下
の
よ
う
に
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
を
考
え
る
上
で
の
教
学
と
は
、
実
践
神
学
を
指
し
、
実
践
神
学
と
は

「
現
代
の
諸
問
題
に
、
い
か
に
原
理
を
逸
脱
せ
ず
対
応
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元

来
神
学
と
は
、
護
教
学
で
も
あ
り
、
神
学
の
放
棄
は
信
仰
の
放
棄
で
あ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
に
お
け
る
神
学
的
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
る
神
符
守
札
の
授
受
を
信
仰
的
行
為

と
捉
え
ら
れ
る
の
か
で
あ
る
。

　

現
状
で
は
神
社
本
庁
令
和
二
年
十
月
二
十
日
付
の
通
達
同
様
導
入
は
慎
重
に
す
べ
き
と
考

え
る
。
こ
れ
は
将
来
的
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
に
舵
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
問
題

が
山
積
し
て
い
る
現
状
に
於
い
て
は
、拙
速
に
導
入
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
の
問
題
は
、
第
一
に
喜
捨
金
と
し
て
の
性
格
に
混
乱
が
生
じ
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初
穂
料
に
ポ
イ
ン
ト
が
利
用
さ
れ
た
り
、
手
数
料
の
発
生
に

よ
る
喜
捨
金
の
減
額
入
金
が
初
穂
料
の
値
引
き
と
捉
え
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

　

第
二
に
神
符
守
札
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
通
販
」
に
繋
が
る
恐
れ
が
あ
る
。
神
社
が
神
符
守
札

を
ネ
ッ
ト
販
売
に
供
す
こ
と
は
、「
特
定
商
取
引
法
」
の
適
用
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は

処
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

　

受
講
者
は
今
一
度
「
神
社
神
道
」
と
は
何
か
を
考
え
て
欲
し
い
と
お
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
休
止
後
の
班
別
討
議
で
は
、
事
前
に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
基
に
、
自

社
で
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
導
入
の
有
無
の
他
、
オ
ン
ラ
イ
ン
祈
祷
や
御
朱
印
の
郵
送
対
応
と

い
っ
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
於
け
る
新
し
い
動
き
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
思
う
か
意
見
交
換
を
し
、

そ
の
後
、
各
班
よ
り
討
議
で
出
さ

れ
た
意
見
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

御
朱
印
の
郵
送
対
応
に
関
し

て
は
、
御
朱
印
は
参
拝
し
た
証
で

あ
る
の
で
郵
送
対
応
は
好
ま
し

く
な
い
。
物
販
と
同
列
に
見
做
さ

れ
、
課
税
対
象
と
な
る
危
険
性
が

あ
る
。
と
い
っ
た
否
定
的
な
意
見

が
多
く
を
占
め
て
い
た
と
思
い

ま
す
。
一
方
で
、
氏
子
外
か
ら
の

広
域
的
な
信
仰
や
崇
敬
に
繋
が

り
、
新
し
い
崇
敬
の
形
と
し
て
広

が
っ
て
欲
し
い
。
参
拝
者
の
気
持

ち
に
寄
り
添
う
こ
と
も
必
要
だ
。

な
ど
の
肯
定
的
な
意
見
も
挙
げ

ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍

で
の
時
限
的
措
置
の
他
、
身
体
的

な
問
題
を
抱
え
る
方
へ
の
み
特

例
的
に
行
っ
て
い
る
と
い
っ
た

意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
多
種
多
様
な
意
見
は
受
講
者
に
と
っ
て
、
物
事
を
多
面
的
に
考
え
る
契
機
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

後
日
、
修
了
基
準
（
レ
ポ
ー
ト
提
出
）
を
満
た
し
た
受
講
者
に
は
一
日
の
研
修
歴
が
付
与

さ
れ
、
神
社
庁
よ
り
修
了
証
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

結
び
に
、
当
班
で
は
今
後
と
も
県
内
神
職
の
皆
様
に
と
っ
て
有
益
な
研
修
会
を
企
画
実
施

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。�

（
教
化
委
員
会
研
修
部
班
長
）
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二
月
十
九
日
に
令
和
二
年
度
ミ
ニ
講
座
「
神
社
実
務
研
修
会
」
を
県
内
外
か
ら
五
十
一
名

が
参
加
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
教
養
研
修
会
に
於
い
て
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
」
を
題
材
と
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
基
礎
的
な
内
容
を
学
ぶ
た
め
、
教
養
研
修
会
の
前
段
と
し
て
ミ
ニ
講
座
を
実
施
す
る
運

び
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
い
ろ
は
」
と
題
し
、
武
蔵
野
銀
行
営
業
統
括
部

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
推
進
室
よ
り
野
崎
孝
正
先
生
、
み
ず
ほ
銀
行
デ
ジ
タ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
部

よ
り
野
口
雅
矢
先
生
を
お
招
き
し
ま
し
た
。

　

第
一
講
は
、
野
崎
先
生
よ
り
①
政
府
が
推
進
す
る
理
由　

②
サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

③
リ
ス

ク
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
に
つ
い
て
の
話
が
あ
り
、
①
に
つ
い
て
は
、
一
つ
目
に
少
子
化

に
よ
る
将
来
の
労
働
力
減
少
に
備
え
た
省
力
決
済
イ

ン
フ
ラ
の
必
要
性
。
二
つ
目
に
諸
外
国
と
比
べ
て
、

我
が
国
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
利
用
率
が
大
き
く
後
れ

を
取
っ
て
い
る
。
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

①
の
一
つ
目
、
省
力
決
済
イ
ン
フ
ラ
の
必
要
性
に

つ
い
て
は
、
我
が
国
の
労
働
力
人
口
が
四
十
年
後
に

現
在
の
四
割
程
度
に
ま
で
落
ち
込
む
と
の
予
想
も
あ

り
生
産
力
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現

金
決
済
維
持
に
年
間
約
一
兆
円
を
超
え
る
コ
ス
ト
が

発
生
し
、
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
期
待
さ
れ
て
い
る
。
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

①
の
二
つ
目
、
諸
外
国
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
主
要
各
国
が
軒
並
四
〇
～
六
〇
％
台
で

あ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
利
用
率
は
二
六
・
八
％
（
令
和
元
年
時
点
）
で

あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
我
が
国
は
治
安
が
良
く
現
金
へ
の
信
用
度
が
非
常
に
高
い
上
に
、

随
所
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
が
設
置
さ
れ
、
利
便
性
が
高
い
た
め
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
の
必
要
性
を
感
じ
難

い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
我
が
国
は
観
光
立
国
を
目
指
し
て
お
り
、
外
国
人
観
光
客
を
誘
致

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
小
売
店
な
ど
の
対
応
率
が
低
い
ま
ま
で
は
支
払
時
に
混
乱
を
生
じ

さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
政
府
は
令
和
七
年（
二
〇
二
五
）

ま
で
に
国
内
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

比
率
を
四
〇
％
に
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
、
官
民
一
体
と
な
っ
て

様
々
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
打
ち
出

し
ま
し
た
。
政
府
は
こ
う
し
た

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
通
し
導
入
を
推

進
し
、
外
国
人
観
光
客
の
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
需
要
の
底
上
げ
に
繋
げ
た

い
と
考
え
て
い
る
。
と
話
さ
れ
ま

し
た
。

　

②
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
サ
ー
ビ
ス

の
種
類
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
、
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
と
い
っ
た
電

子
マ
ネ
ー
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

令
和
二
年
度
ミ
ニ
講
座

「
神
社
実
務
研
修
会
」報
告
大
　
澤
　
佳
　
広
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ど
を
利
用
し
た
Ｑ
Ｒ
決
済
な
ど
い
く
つ
か
の
種
類
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
組
み
や
支
払
方
法
、
処
理
の

速
さ
初
期
費
用
な
ど
に
つ
い
て
比
較
し
て
話
さ
れ
ま

し
た
。

　

③
リ
ス
ク
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
で
は
、
実
際

の
事
例
を
挙
げ
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
休
止
を
挟
み
、
第
二
講
前
半
は
引
き
続
き
野
崎

先
生
か
ら
神
社
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
と
し
て
、

ま
ず
宗
教
界
に
於
け
る
賛
否
両
論
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
を
導
入
し
て
い
る
社
寺
の
事
例
。
次
に
、
各
種
決
済
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
範
囲
の
相

違
（
お
賽
銭
へ
の
利
用
の
可
否
な
ど
）
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

後
半
は
野
口
先
生
よ
り
、
み
ず
ほ
銀
行
が
全
国
の
多
く
の
金
融
機
関
と
提
携
し
、
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
る
Ｊｰ

Ｃ
ｏ
ｉ
ｎ�

Ｐ
ａ
ｙ
の
仕
組
み
や
利
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
話
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
で
銀
行
の
預
金
口
座
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
チ
ャ
ー
ジ
や
口
座
へ
の

返
金
、
家
族
や
友
人
間
の
送
金
な
ど
無
料
か
つ
制
限
無
く
行
え
る
サ
ー
ビ
ス
を
端
末
を
用
い

な
が
ら
話
さ
れ
ま
し
た
。
Ｊｰ

Ｃ
ｏ
ｉ
ｎ�

Ｐ
ａ
ｙ
は
、
金
融
機
関
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
為
銀

行
法
に
準
拠
し
、
事
業
者
が
破
綻
し
た
際
に
も
対
応
が
早
く
、
お
賽
銭
や
お
布
施
な
ど
お
気

持
ち
の
金
額
に
も
利
用
出
来
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
他
の
事
業
者
の
準
拠

が
資
金
決
済
法
で
あ
る
場
合
、
破
綻
の
際
の
手
続
に
半
年
程
度
を
要
し
、
か
つ
サ
ー
ビ
ス
の

範
囲
も
価
格
の
決
ま
っ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
受
講
者
か
ら
の
様
々
な
質
問
に
対
し
て
先
生
方
か
ら
丁
寧
に

回
答
い
た
だ
き
、
定
刻
を
迎
え
た
と
こ
ろ
で
ミ
ニ
講
座
「
神
社
実
務
研
修
会
」
を
閉
講
し
ま

し
た
。

�

（
教
化
委
員
会
研
修
部
班
長
）

埼
玉
県
神
社
庁
新
嘗
祭

　

新
嘗
祭
は
十
二
月
十
一
日
午
後
三
時
よ
り
神
殿
に
て
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
さ
き
た
ま
支
部

の
奉
仕
に
て
、
中
山
高
嶺
庁
長
が
参
列
者
を
代
表
し
て
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼
、
参
列
し
た
小

林
一
朗
・
高
麗
文
康
両
副
庁
長
及
び
職
員
が
合
わ
せ
て
拝
礼
し
、
五
穀
豊
穣
へ
の
感
謝
の
祈

り
が
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
新
嘗
祭
次
第

時
刻
、
参
列
者
所
定
の
座
に
著
く　

是
よ
り
先
手
水
の
儀
あ
り

時
刻
、
斎
主
以
下
祭
員
、
参
列
者
代
表
参
進　

是
よ
り
先
手
水
の
儀
あ
り

次
に
斎
主
以
下
祭
員
、
参
列
者
代
表
所
定
の
座
に
著
く

次
に
修
祓

次
に
斎
主
一
拝

次
に
斎
主
御
扉
を
開
き
畢
り
て
側
に
候
す

次
に
祭
員
神
饌
を
供
す

次
に
斎
主
祝
詞
を
奏
す

次
に
斎
主
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼　
　
　
　

祭
員
列
拝

次
に
参
列
者
代
表
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼　

神
職
列
拝

次
に
祭
員
神
饌
を
撤
す

次
に
斎
主
御
扉
を
閉
じ
畢
り
て
本
座
に
復
す

次
に
斎
主
一
拝

次
に
直
会

　【
奉
仕
員
】

斎　

主　

鷲
宮
神
社
権
禰
宜　

中
西　

知
正

副
斎
主　

氷
川
鍬
神
社
宮
司　

橋
本　

充
臣

祭　

員　

大
神
社
宮
司　
　
　

関
口　

公
樹

祭　

員　

三
ツ
木
神
社
宮
司　

内
ケ
嶋
一
彦

祭　

員　

諏
訪
神
社
宮
司　
　

髙
栁　
　

圭
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埼
玉
県
神
社
庁
祈
年
祭

埼
玉
県
神
社
庁
神
殿
鎮
座
記
念
祭

　

祈
年
祭
は
二
月
二
十
六
日
午
後
二
時
よ
り
神
殿
に
て
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
埼
玉
東
支
部
の

奉
仕
に
て
、
恩
田
栄
治
支
部
長
が
斎
主
を
務
め
、
中
山
高
嶺
庁
長
が
代
表
し
て
玉
串
を
奉
り

て
拝
礼
、
参
列
し
た
小
林
一
朗
・
高
麗
文
康
両
副
庁
長
及
び
職
員
が
合
わ
せ
て
拝
礼
し
、
本

年
の
五
穀
の
豊
穣
と
国
家
安
泰
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
祭
典
終
了
後
は
、
午
後
三
時

よ
り
役
員
会
が
神
社
庁
及
び
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
を
併
用
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
祈
年
祭
次
第

時
刻
、
参
列
者
所
定
の
座
に
著
く　

是
よ
り
先
手
水
の
儀
あ
り

時
刻
、
斎
主
以
下
祭
員
、
参
列
者
代
表
参
進　

是
よ
り
先
手
水
の
儀
あ
り

次
に
斎
主
以
下
祭
員
、
参
列
者
代
表
所
定
の
座
に
著
く

次
に
修
祓

次
に
斎
主
一
拝

次
に
斎
主
御
扉
を
開
き
畢
り
て
側
に
候
す

次
に
祭
員
神
饌
を
供
す

次
に
斎
主
祝
詞
を
奏
す

次
に
斎
主
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼　
　
　
　

祭
員
列
拝

次
に
参
列
者
代
表
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼　

神
職
列
拝

次
に
祭
員
神
饌
を
撤
す

次
に
斎
主
御
扉
を
閉
じ
畢
り
て
本
座
に
復
す

次
に
斎
主
一
拝

次
に
直
会

　【
奉
仕
員
】

斎　

主　

八
幡
神
社
宮
司　
　

恩
田　

栄
治

副
斎
主　

彦
江
神
社
宮
司　
　

鈴
木　

重
臣

祭　

員　

第
六
天
神
社
宮
司　

髙
梨　

佳
樹

祭　

員　

氷
川
神
社
禰
宜　
　

恩
田　

宏
典

祭　

員　

香
取
神
社
禰
宜　
　

小
林　
　

充

 

神
殿
鎮
座
記
念
祭
は
、
三
月
二
十
六
日
午
後
一
時
よ
り
神
殿
に
て
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
斎

主
を
小
林
一
朗
副
庁
長
、
副
斎
主
以
下
祭
員
は
秩
父
支
部
が
奉
仕
し
ま
し
た
。
本
年
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
為
、
参
列
者
は
、
正
副
庁
長
、
協
議
員
会
議
長
、
神

職
身
分
昇
級
者
の
み
と
し
、
中
山
高
嶺
庁
長
が
代
表
し
て
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼
、
参
列
者
は

列
拝
し
、
県
内
神
社
及
び
関
係
者
へ
の
ご
加
護
に
対
す
る
感
謝
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。

祭
典
終
了
後
、
引
き
続
き
神
職
身
分
昇
級
者
認
定
証
伝
達
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
午

後
三
時
三
十
分
よ
り
協
議
員
会
並
び
に
神
政
連
代
議
員
会
が
「
清
水
園
」
に
て
行
わ
れ
ま
し

た
。

　
神
殿
鎮
座
記
念
祭
次
第

時
刻
、
参
列
者
所
定
の
座
に
著
く　

是
よ
り
先
手
水
の
儀
あ
り

時
刻
、
斎
主
以
下
祭
員
、
参
列
者
代
表
参
進　

是
よ
り
先
手
水
の
儀
あ
り

次
に
斎
主
以
下
祭
員
、
参
列
者
代
表
所
定
の
座
に
著
く

次
に
修
祓

次
に
斎
主
一
拝

次
に
斎
主
御
扉
を
開
き
畢
り
て
側
に
候
す

次
に
祭
員
神
饌
を
供
す

次
に
斎
主
祝
詞
を
奏
す

次
に
斎
主
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼　
　
　
　

祭
員
列
拝

次
に
参
列
者
代
表
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼　

神
職
列
拝

次
に
祭
員
神
饌
を
撤
す

次
に
斎
主
御
扉
を
閉
じ
畢
り
て
本
座
に
復
す

次
に
斎
主
一
拝

次
に
直
会

　【
奉
仕
員
】

斎　

主　

埼
玉
県
神
社
庁
副
庁
長　

小
林　

一
朗

副
斎
主　

秩
父
神
社
禰
宜　
　
　
　

大
澤　
　

孝

祭　

員　

秩
父
神
社
権
禰
宜　
　
　

淺
見　

知
史

祭　

員　

三
峰
神
社
権
禰
宜　
　
　

山
中　

俊
宣

祭　

員　

寳
登
山
神
社
権
禰
宜　
　

田
島　

真
希
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令
和
三
年
四
月
一
日

付
に
て
埼
玉
県
神
社
庁

録
事
を
拝
命
致
し
ま
し

た
鈴
木
敬た

か
お
み臣
と
申
し
ま

す
。
平
成
元
年
生
ま
れ

の
三
十
二
歳
で
す
。
平

成
二
十
三
年
に
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
を
卒
業
し
、
掌

典
職
に
四
年
、
石
神
井
氷
川
神
社
に
六
年
と
、
十
年
間
神
明

奉
仕
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
度
、
生
ま
れ
育
っ
た
加
須

市
花
崎
の
鷲
宮
神
社
禰
宜
に
任
ぜ
ら
れ
、
ご
縁
を
頂
き
兼
務

と
し
て
埼
玉
県
神
社
庁
に
て
ご
奉
仕
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
十
年
間
の
経
験
の
中
で
特
に
印
象
に
残
っ
て

い
る
こ
と
は
「
常
識
に
こ
そ
疑
問
を
も
て
」
と
い
う
言
葉
で

す
。
こ
の
言
葉
を
受
け
、
常
に
考
え
を
持
っ
て
行
動
す
る
大

切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
日
々
の
奉
仕
で
は
「
神
様
の
ご
満
足

と
は
何
な
の
か
」「
神
職
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
」
な

ど
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
は
ま
だ
ま
だ
答

え
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か
見
出
せ
る
よ
う
に
神
明

奉
仕
に
励
ん
で
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
神
社
庁
職
員
と
し
て
ま
ず
は
名
前
を
覚
え
て
頂
け

る
よ
う
励
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
担
当
事
務
は
主
に

教
化
と
広
報
と
な
り
ま
し
た
。
各
行
事
や
委
員
会
等
で
事
務

方
と
し
て
準
備
、
同
席
致
し
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
慣
れ
ず
至
ら
な
い
点
あ
る
か
と
は
存

じ
ま
す
が
、
諸
先
輩
方
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
頂
き
、
庁
務
に

励
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

敬
神
功
労
章
に
つ
い
て

　

敬
神
功
労
章
授
与
規
程
第
一
条
に
「
神
宮
及
び
神
社
の
役

員
及
び
総
代
そ
の
他
の
氏
子
崇
敬
者
に
し
て
特
に
そ
の
功
績

顕
著
な
る
者
に
は
、（
中
略
）
統
理
に
於
て
そ
の
功
績
を
顕

彰
し
、
敬
神
功
労
章
を
授
与
す
る
。」
と
あ
り
、
役
員
・
総

代
は
勿
論
、
当
該
神
社
を
崇
敬
さ
れ
る
方
々
総
て
を
対
象
と

し
て
い
る
事
が
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

第
二
条
に
は
、
敬
神
功
労
章
の
種
別
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

上
位
か
ら
特
別
功
労
章
（
金
章
）・
功
労
章
（
銀
章
）・
有
功

章
（
七
宝
章
）
の
三
等
級
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
本
章
の
授
与
式
は
、
神
社
本
庁
神
殿
に
於
て
執
り
行

わ
れ
、
当
日
は
功
績
状
を
副
え
て
授
与
さ
れ
ま
す
。

敬
神
功
労
章
の
内
申
に
つ
い
て

　

本
制
度
は
毎
年
二
回
、
三
月
と
九
月
に
、
各
都
道
府
県
神

社
庁
長
の
内
申
に
依
り
、
選
考
委
員
会
を
開
催
し
て
審
査
を

行
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
候
補
者
の
内
申
は
期
日
ま
で
に

提
出
願
い
ま
す
。

　

各
章
の
内
申
に
つ
い
て
は
「
敬
神
功
労
章
授
与
規
程
細

則
」
第
四
条
に
該
当
者
の
調
査
基
準
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

夫
々
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
で
す
。

●
特
別
功
労
章

　

功
労
章
を
授
与
さ
れ
た
方
の
内
、
表
彰
規
程
第
三
条
第
三

号
又
は
第
四
号
後
段
の
規
定
（
所
謂
神
職
以
外
の
方
を
対
象

と
し
た
規
程
表
彰
の
こ
と
）
に
よ
り
表
彰
を
受
け
、
齢
古
希

を
過
ぎ
、
以
下
の
何
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

イ�

、
役
員
は
十
五
年
、
総
代
は
二
十
年
以
上
在
職
し
顕
著

な
功
績
が
有
る
方

　

ロ�

、
氏
子
崇
敬
者
の
範
た
る
功
績
が
有
り
、
イ
に
準
じ
る

功
績
が
有
る
と
認
め
ら
れ
る
方

●
功
労
章

　

有
功
章
を
授
与
さ
れ
た
方
の
内
、
齢
還
暦
を
過
ぎ
、
以
下

の
何
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

イ�

、
役
員
は
十
年
、
総
代
は
十
五
年
以
上
在
籍
し
功
績
多

大
な
る
方

　

ロ�

、
社
殿
・
境
内
の
整
備
等
の
事
業
に
功
績
が
有
り
、
イ

に
準
じ
る
功
績
が
有
る
と
認
め
ら
れ
る
方

　

ハ�

、
教
化
活
動
及
び
神
事
、
行
事
等
十
五
年
以
上
に
亘
り

奉
仕
さ
れ
、
イ
に
準
じ
る
功
績
が
有
る
と
認
め
ら
れ
る
方

●
有
功
章

　

全
国
神
社
総
代
会
の
表
彰
、
神
社
本
庁
記
念
表
彰
及
び
都

道
府
県
神
社
庁
又
は
同
総
代
会
の
表
彰
（
記
念
表
彰
を
含

む
）
の
一
以
上
の
表
彰
を
受
け
、
以
下
の
何
れ
か
に
該
当
す

る
方

　

イ
、
役
員
は
五
年
、
総
代
は
七
年
以
上
在
職
す
る
方

　

ロ�

、
神
社
の
事
業
、
教
化
活
動
等
に
十
年
以
上
奉
仕
さ
れ

功
績
顕
著
な
方

　

ハ�

、
日
参
十
年
以
上
、
清
掃
奉
仕
五
年
以
上
を
続
け
、
又

は
こ
れ
に
類
す
る
行
為
が
あ
っ
た
崇
敬
篤
い
方

　

ニ�

、
金
五
千
万
円
以
上
の
浄
財
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る

工
作
物
、
境
内
地
等
の
寄
付
を
し
た
方

　

原
則
と
し
て
有
功
章
の
受
章
に
は
総
代
会
或
は
神
社
庁
、

神
社
本
庁
の
表
彰
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
ま

た
、
特
別
功
労
章
・
功
労
章
の
受
章
に
は
夫
々
下
級
（
功
労

章
・
有
功
章
）
の
受
章
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
は

ご
留
意
願
い
ま
す
。

埼
玉
県
神
社
庁
へ
の
内
申
に
つ
い
て

　

各
支
部
か
ら
神
社
庁
へ
の
内
申
は
、
調
書
及
び
履
歴
書
に

費
用
を
添
え
て
、
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
ご
提
出
願
い
ま
す
。

敬
神
功
労
章
制
度
の
ご
案
内

神
社
庁
新
任
職
員
挨
拶

鈴
　
木
　
敬
　
臣



（令和３年４月３0日）11（　）　№ 236 埼 玉 県 神 社 庁 報

庁
務
日
誌
抄

１
・
25�

神
社
実
務
研
修
会
打
合
せ�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

1
・
29�

正
副
庁
長
会�

於　

神
社
庁

2
・
1�

月
次
祭�

於　

神
社
庁

2
・
5�

教
化
広
報
部
会（
大
澤
班
）�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

2
・
12�
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
委
員
会�

於　

神
社
庁

2
・
16�
文
化
庁
主
催
不
活
動
法
人
対
策
会
議　

茂
木
主
事
出
席�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

2
・
18�

庁
報
編
集
会
議
・
神
社
庁
七
十
五
年
誌
編
集
会
議�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

�

神
政
連
県
本
部
役
員
・
委
員
合
同
会
議�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

2
・
19�

ミ
ニ
講
座「
神
社
実
務
研
修
会
」�

五
十
一
名
受
講�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
研
修

2
・
22�

神
社
庁
職
員
実
務
研
修
会　

茂
木
主
事
・
髙
橋
録
事
受
講

�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
研
修

2
・
25�

公
開
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
さ
い
た
ま
打
合
せ　

茂
木
主
事
出
向　

�

於　

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ

2
・
26�

祈
年
祭（
埼
玉
東
支
部
奉
仕
）�

於　

神
社
庁

�

正
副
庁
長
会�

於　

神
社
庁

�

神
社
庁
役
員
会�
於　

神
社
庁
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

3
・
1�

月
次
祭�

於　

神
社
庁

3
・
2�

神
社
庁
職
員
実
務
研
修
会　

茂
木
主
事
・
髙
橋
録
事
受
講

�
Ｗ
Ｅ
Ｂ
研
修

�

研
修
部
会（
大
澤
班
）�
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

3
・
3�

埼
玉
県
護
国
神
社
役
員
会　

武
田
参
事
出
席�

於　

護
国
神
社
社
務
所

3
・
4�

事
業
部
会（
嶋
田
班
）�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

3
・
5�

教
化
広
報
部
会（
大
澤
班
）�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

3
・
11�

東
日
本
大
震
災
復
興
祈
願
祭�

於　

神
社
庁

�

教
養
研
修
会　

四
十
三
名
受
講�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
研
修

3
・
17�

一
都
七
県
神
政
連
本
部
長
・
幹
事
長
・
事
務
局
長
会
議

�

　

高
麗
本
部
長
・
薗
田
幹
事
長
・
武
田
事
務
局
長
参
加�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

�

臨
時
役
員
会�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

3
・
18�

祭
式
講
師
打
合
せ
会�

於　

神
社
庁
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
併
用

3
・
19�

神
社
庁
長
会　

中
山
庁
長
出
席�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

3
・
23�

茨
城
県
神
社
庁
設
立
七
十
五
周
年
記
念
大
会

�

第
六
十
二
回
茨
城
県
神
社
総
代
連
合
会
大
会　

武
田
参
事
出
席

�

於　

水
戸
市　

ザ
・
ヒ
ロ
サ
ワ
・
シ
テ
ィ
会
館

3
・
24�

第
十
九
回
神
道
政
治
連
盟
時
局
対
策
連
絡
会
議

�

　

薗
田
幹
事
長
・
小
林
青
年
隊
長
出
席

�

於　

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
国
際
会
議
室

�

公
開
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
さ
い
た
ま　

�
�

　

高
麗
本
部
長
以
下
十
一
名
助
勢

�

於　

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
小
ホ
ー
ル

�

教
化
広
報
部
会（
新
渡
戸
班
）�

於　

大
宮
・
氷
川
神
社

3
・
26�

神
殿
鎮
座
記
念
祭（
斎
主
小
林
副
庁
長
・
秩
父
支
部
奉
仕
）

�

於　

神
社
庁

�

正
副
庁
長
・
議
長
会�

於　

神
社
庁

�

神
社
庁
協
議
員
会
・
神
政
連
県
本
部
代
議
員
会�

於　

清
水
園

3
・
29�

研
修
部
会（
大
澤
班
）�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

4
・
1�

月
次
祭�

於　

神
社
庁

4
・
5�

宮
司
任
命
辞
令
交
付
式�

於　

神
社
庁

4
・
9　
　
　

�

埼
玉
県
護
国
神
社
例
祭　

高
麗
副
庁
長
参
列�

於　

埼
玉
県
護
国
神
社

4
・
12　
　
　

教
化
広
報
部
会（
大
澤
班
）�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

4
・
13　
　
　

庁
報
編
集
会
議�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

　
　
　
　
　
　

教
化
広
報
部
会（
新
渡
戸
班
）�

於　

神
社
庁

　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
宗
教
連
盟
理
事
会　

武
田
参
事
出
席�

於　

埼
佛
会
館

4
・
14　
　
　

県
総
代
会
会
計
監
査
会�

於　

神
社
庁

4
・
21　
　
　

一
都
七
県
本
庁
評
議
員
の
会

　
　
　
　
　
　
　

中
山
庁
長
・
小
林
副
庁
長
・
高
麗
副
庁
長
・
茂
木
主
事
出
席

�

於　

フ
ォ
レ
ス
ト
テ
ラ
ス
明
治
神
宮

4
・
26�

日
本
会
議
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
前
期
理
事
会　

�

　

高
麗
本
部
長
・
武
田
事
務
局
長
出
席�

於　

明
治
神
宮
会
館

4
・
27�

神
社
庁
役
員
会
・
支
部
事
務
担
当
者
会
議�

於　

神
社
庁
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

�

研
修
部
会（
宮
本
班
）�

於　

氷
川
神
社
呉
竹
荘

任
免
辞
令

任
命

2
・
1�

新
藤　

伸
夫　
　

兼　

氷
川
女
体
社
他
一
社
宮
司�

（
北
足
立
）

4
・
1�

宮
本　

晃
平　
　

本　

氷
川
神
社
権
禰
宜�

（
北
足
立
）

�

紫
藤　
　

学　
　

兼　

水
宮
神
社
権
禰
宜�

（
入
間
東
）

�

千
島　
　

浩　
　

兼　

白
鳥
神
社
他
一
社
宮
司�

（
比　

企
）

�

村
田　
　

聡　
　

兼　

白
髭
神
社
他
一
社
宮
司�

（
大
里
児
玉
）

�

渡
邊　

昌
紀　
　

兼　

八
坂
神
社
禰
宜�

（
大
里
児
玉
）

�

吉
田
う
ら
ら　
　

本　

大
野
神
社
他
二
社
宮
司�

（
さ
き
た
ま
）

�

矢
島　

忠
秀　
　

兼　

久
伊
豆
神
社
他
五
社
宮
司�

（
埼
玉
東
）

�

鈴
木
結
里
加　
　

新　

彦
江
神
社
権
禰
宜�

（
埼
玉
東
）

�

鈴
木　

敬
臣　
　

兼　

埼
玉
県
神
社
庁
録
事�

（
神
社
庁
）

転
任

4
・
1�
紫
藤　
　

学　
　

本　

出
雲
伊
波
比
神
社
権
禰
宜�

（
入
間
東
）

�

水
宮
神
社
権
禰
宜
よ
り
転
任

�

糸
部　

暢
能　
　

本　

寳
登
山
神
社
権
禰
宜�

（
秩　

父
）

�

氷
川
神
社
権
禰
宜
よ
り
転
任

転
入

4
・
1�

福
井　

仁
裕　
　

本　

髙
城
神
社
権
禰
宜�

（
大
里
児
玉
）

�

東
京
都
・
日
枝
神
社
よ
り
転
入

�

鈴
木　

敬
臣　
　

本　

鷲
宮
神
社
禰
宜�

（
さ
き
た
ま
）

�
東
京
都
・
氷
川
神
社
よ
り
転
入

転
出

3
・
31�

本
庄　

泰
孝　
　

本　

氷
川
神
社
権
禰
宜�

（
北
足
立
）

�

秋
田
県
・
大
平
山
三
吉
神
社
へ
転
出

�

藤
野　

泰
功　
　

本　

埼
玉
県
神
社
庁
録
事�
（
神
社
庁
）

�

東
京
都
・
氷
川
神
社
へ
転
出

退
任

2
・
28�

豊
田　
　

忍　
　

本　

高
麗
神
社
権
禰
宜�

（
入
間
西
）

3
・
31�

稲
葉　

陽
大　
　

本　

氷
川
神
社
権
禰
宜�

（
北
足
立
）

�

宮
澤　

和
子　
　

本　

白
鳥
神
社
他
一
社
宮
司�

（
比　

企
）

�

田
所　

常
行　
　

兼　

白
髭
神
社
他
一
社
宮
司�

（
大
里
児
玉
）

�

内
ヶ
嶋
一
彦　
　

兼　

大
野
神
社
他
二
社
宮
司�

（
さ
き
た
ま
）

帰
幽

久
伊
豆
神
社
宮
司　

矢
島　

忠
男�

（
埼
玉
東
）

�

（
二
月
十
九
日　

享
年
八
十
八
歳
）

令
和
二
年
度
神
社
本
庁
功
績
表
彰（
敬
称
略
）

　

氷
川
神
社
女
體
神
社
宮
司　
　

吉
田　

律
子�

第
三
条
第
二
号

　

氷
川
神
社
宮
司　
　
　
　
　
　

山
田　

禎
久�

第
三
条
第
二
号

　

八
幡
神
社
宮
司　
　
　
　
　
　

篠
田　

宣
久�

第
三
条
第
二
号

　

氷
川
神
社
役
員　
　
　
　
　
　

内
木　

滋
郎�

第
三
条
第
三
号

　

氷
川
神
社
顧
問　
　
　
　
　
　

小
林　
　

猛�

第
三
条
第
三
号

　

神
明
神
社
役
員　
　
　
　
　
　

佐
藤　
　

昭�

第
三
条
第
三
号

�

（
令
和
三
年
二
月
三
日
現
在
の
役
職
名
に
て
記
載
し
て
お
り
ま
す
）

身
分
昇
級（
敬
称
略
）

浄
階
一
級　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
神
社
宮
司�

金
子　
　

元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
神
社
宮
司�

南
條
喜
三
郎

�

（
三
月
一
日
付
）

二
級
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氷
川
神
社
禰
宜�

馬
場　

直
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氷
川
神
社
禰
宜�

新
田　
　

朗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氷
川
神
社
宮
司�

山
田　

禎
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
明
社
宮
司�

林　

伊
佐
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
峰
神
社
権
禰
宜�

千
島　

直
美

�

（
三
月
十
日
付
）

二　

級　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
口
神
社
宮
司�

竹
本　

佳
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
野
神
社
禰
宜�

石
山
須
美
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
々
宮
神
社
宮
司�

榊
原　

廣
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
神
社
宮
司�

青
田　

和
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
荷
神
社
宮
司�

竹
井　

秀
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
下
神
社
宮
司�

田
所　

常
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
唐
神
社
宮
司�

小
柴　
　

清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
津
島
神
社
宮
司�

宮
本　
　

修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
髙
神
社
宮
司�

髙
野　

浩
成

�

（
三
月
一
日
付
）

敬
神
功
労
章
受
章
者（
敬
称
略
）

　

有
功
章�

氷
川
神
社
役
員�

池
田　

幸
一（
大
澤
幸
蔵
宮
司
）

�

秩
父
神
社
総
代�

宮
前　

洋
一（
薗
田　

稔
宮
司
）

�

鷲
香
取
神
社
役
員�

齋
藤　
　

茂（
矢
島
廣
治
宮
司
）

�

芳
川
神
社
総
代
会
長�

小
林　

政
夫（
戸
張　

滉
宮
司
）

�

（
十
一
月
五
日
付
）

　

有
功
章�

久
伊
豆
神
社
役
員�

大
野　

光
政（
小
林
一
朗
宮
司
）

�

（
四
月
二
十
七
日
付
）
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埼
玉
県
神
社
庁
は
、
神
社
本
庁
の
各
都
道
府
県
へ
の
出
先
機
関
と
し
て
、
昭
和
二
十
一
年

三
月
五
日
に
、
事
務
所
を
大
宮
市（
現 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
）の
氷
川
神
社
社
務
所
内
に
置

く
事
と
し
、
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
三
十
六
年
の
設
立
十
五
周
年
記
念
大
会
に
お
い
て「
埼
玉
県
神
社
会
館
」

建
設
の
宣
言
が
満
場
一
致
を
以
て
可
決
さ
れ
、
昭
和
三
十
七
年
に
旧
庁
舎
で
あ
る「
埼
玉
県

神
社
会
館
」が
竣
功
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
平
成
を
迎
え
た
頃
に
は
、
施
設
の
老
朽
化
及
び
庁
務
の
増
大
な
ど
新
庁
舎
新
築

の
必
要
性
が
強
く
要
望
さ
れ
、
管
内
神
社
並
び
に
神
職
の
皆
様
の
ご
協
賛
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
に
新
庁
舎
が
竣
功
致
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
当
庁
の
長
年
の
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
宗
教
法
人
化
に
つ
い
て
、
三
年
間
の
宗
教

活
動
報
告
を
経
て
、
本
年
一
月
十
四
日
付
に
て
埼
玉
県
よ
り
認
証
さ
れ
、
一
月
二
十
七
日
に

登
記
が
完
了
し
ま
し
た
。

　
新
庁
舎
竣
功
以
来
、
神
殿
で
は
日
々
祭
典
も
斎
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
法
人
と
し
て

ま
だ
ま
だ
未
熟
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
先
ず
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
事
を

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

「
宗
教
法
人  

埼
玉
県
神
社
庁
」設
立
完
了
の
お
知
ら
せ

埼
玉
県
神
社
庁
　
庁
長
　
　
中
　
山
　
高
　
嶺
　


